
 

掲示期間 4.19-4.28 

 

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。 

令和５年４月１９日 

新潟市病院事業管理者 大谷 哲也 

新潟市民病院管理規程第７号 

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程 

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規程（平成２０年新潟市民病院管理規程第２

５号）の一部を次のように改正する。 

第１条中第３３号を第３４号とし、第３２号を第３３号とし、第３１号の次に次の１号

を加える。 

（３２） ベンタナ ｕｌｔｒａＶｉｅｗ パスウェーＨＥＲ２（４Ｂ５）を使用した

ＨＥＲ２検査料 １件につき １４，６３０円 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の規定は、この規程の施行の日以後の病院の使用に係る使用料及び手数料につ

いて適用し、同日前の病院の使用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例に

よる。 

 


